
震災以降注目された在宅勤務

鳥インフルエンザが流行した際

のパンデミック（感染症の大流行）

対策，東日本大震災後のインフラ

リスクなど，一時期に緊急でオフ

ィスを閉鎖しなければならない事

態になると，在宅勤務の話題が出

てきます。

もともとは，保育園や介護施設

への送り迎え，日中の保育や介護

が必要など，会社へ定時に通勤す

ることと日常生活面の両立が難し

い点から，育児や介護の必要に迫

られた社員を前提に，在宅勤務制

度を導入する企業が徐々に増えて

きた背景があります。

そこに一昨年の東日本大震災以

降，輪番休日制やサマータイムな

どと並び，在宅勤務制度を導入す

る企業が増え，社員のワークスタ

イルが大きく変わろうとしている

とされています。

ただ現実には，在宅勤務に向い

ている職業と向いていない職業が

あります。自動車の組み立て工場

など生産現場の仕事は在宅勤務に

向いていません。顧客や社内人材

との対人コミュニケーションを頻

繁に必要とする仕事も，基本的に

は在宅勤務には不向きといえま

す。在宅勤務に適しているのは，

1 人で仕事を完結することがで

き，特殊な設備を必要としない仕

事とされ，IT業界はエンジニアを

開発先へ常時派遣するというよう

な一部を除き，在宅勤務が可能な

仕事が多い業界といえます。

ちなみに国土交通省が毎年公表

している「テレワーク人口実態調

査」というレポートによると，平

成22年度調査で，全就業者に占め

る在宅勤務者（厳密には「在宅型

テレワーカー」）は，約4.9％（約

320万人）と推計されており，勤

務者数は大きく増減することなく

推移しています。東日本大震災前

のものですので，来年の調査数が

気になるところです。

仕事（業務）面での向き不向き

だけでなく，社員の側にも在宅勤

務に適した人・向いてない人がい

ます。そこで，在宅勤務を希望す

る社員に対し，「自己管理能力は

あるか」「時間管理能力はあるか」

「自宅に個室があるなど，家族に

邪魔されず仕事ができる環境があ

るか」といった適性を判定した上

で在宅勤務制度の利用を認める企

業もあります。

また在宅勤務は，「一定期間は，

毎日，自宅で働く」「出社するのは

月に数回程度」とイメージされる

かもしれませんが，実際の導入ケ

ースでは「完全在宅勤務」は少な

く，在宅勤務は週1～2回程度と

いうものが多いといえるでしょう。

在宅勤務のメリット・デメリット

在宅勤務制度を導入するにあた

り，メリット・デメリットを考え

る必要があります。

【利用する側のメリット】

● 通勤に割く時間や体力を，フル

に仕事に充当することができる
● 子供や家族と過ごす時間が増え

る
● 上司，同僚の電話や私語に邪魔

されず，自分の業務に集中できる
● 時差のある海外との仕事でも，

柔軟に対応できる

【企業側のメリット】

● 仕事への集中力が増すことで生

産性が向上する
● 通勤時間の削減により社員の疲

労が緩和される
● 多様な働き方があるという面で

優秀な人材の確保と定着が図れ

る

【利用する側のデメリット】

● 上司，同僚とのコミュニケーシ

ョンが不足する
● 上司の目が届かないため気が緩
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んで生産性が下がることがある
● 業務に集中でき，終電を気にす

る必要がないため，長時間労働

になることがある
● 人事評価が勤務態度より仕事の

成果物に偏重しがちになる
● 子供や家族に仕事の邪魔をされ

ることがある
● オフィス勤務者との間で不公平

感が生じる

【企業側のデメリット】

● 情報漏洩対策などのセキュリテ

ィ面の心配，コストがかかる
●労働時間の把握がしにくい
● 社内コミュニケーション不足か

らメンタルヘルス不全が発生し

やすい

メリットとしては，業務集中度

アップや労働時間短縮が挙げられ

ている一方，デメリットとして人

事的な課題側面に集中していると

いう相反する内容となります。

労働時間・情報管理を徹底し，
利用しやすい制度に

では実際に在宅勤務制度を利用

しやすい制度として運用していく

ためには，どのような対応が必要

とされるのでしょう。

まずは労働時間の管理，それも

実際に働いた時間をいかに管理す

るかが課題となります。

在宅勤務の場合，実際に働いた

時間の把握が難しいため，みなし

労働時間制・裁量労働制・フレッ

クスタイム制の利用が考えられま

す。みなし労働時間制・裁量労働

制の場合は，どの程度の時間を働

いたとみなすのが適当か判断が求

められます。いずれの制度を導入

したとしても，本人からの自己申

告が基本となるため，実態把握が

難しくなりがちです。

労働時間管理という点では，サ

ービス残業が問題となっている企

業で在宅勤務制度を導入すると，

労働基準監督署から社員の実労働

時間を正確に把握することを厳し

く要求されるため，PCのシステ

ムログから利用時間を把握してレ

ポートを作成したり，業務中はメ

ッセンジャーを常時起動しておき，

いつでも連絡がとれるようにした

り，1日当たりの延べ利用時間に

制限をかける等といった仕組みを

必要とするケースもあります。

労働時間の管理という点では，

労働災害にも注意しなければいけ

ません。在宅で仕事をしている最

中にケガをしたり病気を発症した

りした場合に，これらの疾病が業

務上のものなのかどうかの判断が

非常に難しく，業務上災害として

は否認されることもよくありま

す。発生状況の確認は現実として

難しいにしろ，日々の業務報告等

から定期の健康管理を行うことも

一考でしょう。

在宅勤務では，情報漏洩対策に

も十分に注意する必要がありま

す。例えば，会社サーバーへのリ

モートアクセスを利用する場合に

は，盗聴や改ざんを防止するため

の暗号化機能は必須になります。

また，自宅でPCなどの情報機器

を使う場合には，PC内のデータ

の暗号化やPCの操作者を制限す

るツールも，情報漏洩対策として

必要でしょう。多くの企業では，

PCを利用することで生じる弊害

やコストをなくすために，シンク

ライアントのシステムを採用する

ケースも多く，また，PCをシン

クライアント化するツールも利用

されています。

在宅勤務では上司や同僚との

フェイスツーフェイスのコミュニ

ケーションがなくなるため，それ

を補う仕組みが必ず必要になりま

す。まずはメールや電話での連絡

が主体になりますが，職場にかか

ってくる電話を自宅に転送した

り，伝言をデジタルデータ化した

ボイスメッセージにするといった

「ユニファイド・コミュニケーシ

ョン」を活用するのも一つの方法

です。

また，多人数でのリアルタイム

の会議・打ち合わせが必要な場合

には，Skypeなどのインターネッ

ト電話のカンファレンス機能や，

Web会議サービスを利用します。

在宅勤務者を交えたチームで全員

で仕事を進めるためには，スケジ

ュール管理やプロジェクト進捗管

理ツールも必要になります。クラ

ウドに対応したグループウェアも

多くの種類がありますので，自社

にマッチしたツールを利用される

とよいでしょう。
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